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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年７月１９日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２３年７月７日 ０９時００分ごろ～１８時２４分ごろの間） 

発生場所 
 

不明（長崎県対馬市泉漁港～対馬市所在の舌埼
したさき

灯台から真方位０５２°１

６.８海里（Ｍ）付近の間） 

事故調査の経過  平成２３年７月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したた

め行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 梓
あずさ

丸、４.９トン 

 ＮＳ３－８９７１５（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.６５ｍ（Lr）×２.６７ｍ×０.８４ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数９０、平成１２年７月２５日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４０歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１２年５月２６日 

  免許証交付日 平成２１年８月２８日 

         （平成２７年５月２５日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 事故の経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、平成２３年７月７日０９時００分ご

ろ、まきおとし漁をするため、氷を約２０～３０kg 搭載して泉漁港を出港

した。 

本船は、ふだん、泉漁港北方約２Ｍの海域でまき餌をしたのち、一本釣

りをして１７時ごろ帰港していたが、僚船の船長が、１２時ごろ及び１５

時ごろ船長の携帯電話に連絡をしたが応答がなく、予定時刻を過ぎても帰

港しなかったので、１７時５０分ごろ上対馬町漁業協同組合の担当者が海

上保安庁に通報した。 

本船は、海上保安庁の巡視艇及び航空機並びに上対馬漁業協同組合所属

の漁船により捜索が行われていたところ、１８時２４分ごろ、舌埼灯台か

ら真方位０５２°１６.８Ｍ付近において、航行中の漁船により、漂流して

いるところを発見され、海上保安庁に通報された。 

 海上保安官は、１９時０５分ごろ、漂流中の本船に乗り移ったところ、

船内に船長は見当たらず、機関が中立運転されていることが分かった。 

本船は、海上保安官の操船により対馬市比田勝港に入港した。 

船長は、行方不明となっていたが、後日、死亡認定により除籍された。 
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 気象・海象 
 
気象：鰐

わに

浦
うら

地域気象観測所の観測データ 

 ０９時００分 西南西の風 ６.１m/s 

  １０時００分 西南西の風 ６.６m/s 

  １１時００分 西南西の風 ６.４m/s 

 １２時００分 西南西の風 ６.７m/s 

 １３時００分 西南西の風 ６.０m/s 

 １４時００分 南西の風  ５.７m/s 

 １５時００分 西南西の風 ５.７m/s 

 １６時００分 西南西の風 ５.１m/s 

 １７時００分 西南西の風 ５.３m/s 

 １８時００分 南西の風  ６.８m/s 

海象：波高 約１ｍ、海水温度 約２３℃ 

上対馬には、強風波浪注意報が発表されていた。 

 その他の事項  まきおとし漁は、毎日、同じ場所にまき餌をして集めた魚を釣る漁法で

あり、本船がまき餌をする海域は、泉漁港北方約３Ｍの北緯３４°４３.

７′東経１２９°２９.１′付近であった。 

本船は、発見時、漁具を使用した形跡がなく、機関が中立運転で漂流し

ていた。 

本船は、船体に他船との衝突痕は認められなかった。 

 船長は、ふだんから救命胴衣を着用しておらず、船内に救命胴衣１個と

携帯電話があった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

不明 

不明 

 船長は、行方不明となり、後日、死亡認定によ

り除籍された。 

本船は、０９時００分ごろ泉漁港を出港したの

ち、１８時２４分ごろ舌埼灯台北東方沖において

無人で漂流しているところを発見されたことか

ら、この間において、船長が落水した可能性があ

ると考えられるが、落水した状況を明らかにする

ことはできなかった。 

原因  本事故は、本船が泉漁港を出港後、船長が落水したことにより発生した

可能性があると考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、次の

ことが考えられる。 

・救命胴衣を着用すること。 

・ＧＰＳ機能付きの防水型携帯電話を常に所持し、落水した際の連絡手

段を確保しておくことが望ましい。 

 




